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１． 方針策定の背景及び目的 
 

社会福祉法人御代田町社会福祉協議会（以下、「法人」という。）は一貫して住民主体による

地域福祉の推進に取り組んできました。しかし、近年では人口減少や少子高齢化等により社会

情勢が大きく変化し、福祉課題を抱える個人又は地域が増え、また問題も複雑化・潜在化する

傾向にあります。 
法人においては、人件費率の増加、介護事業等の収支率の悪化、業務に合わせた雇用の調整、

主婦層や高齢者の潜在的労働力の活用による臨時職員などの非正規職員の雇用の増加などの

状況がみられます。 
本方針では、法人として求める職員の人材像と、目指すべき人材像・職場像を明確にし、そ

れを実現するための手法と、人材育成における組織の役割を示します。職員一人ひとりが目指

す職員像をイメージでき、それに向かって意欲を持って成長していくとともに、その職員の成

長を支えるため組織が一体となって人材育成に取り組むことが重要です。 
法人で策定した法人理念を具体化していくためには、これに資する職員の育成・定着を図る

必要があり、今後の御代田町の地域福祉の未来を支えていくためには、職員のより一層の努力

が不可欠であることから、この度法人における人材育成方針をあらたに制定することとしまし

た。 
 

〔法人理念〕 
みんなが主役 

   みんなのやさしさをひとりのためにひとりのやさしさをみんなのために 
よりそい支えあい「よかった」「ありがとう」と心あたたまる 
たくさんの笑顔があふれる地域づくりを目指します。 

 
〔スローガン〕 
・わたしたちは、どんな小さな声にも耳を傾け住民と一緒になって考え、ともに喜びを感じ

あうことを大切にします。 
・わたしたちは地域住民のひとりとして人と人とのつながりを大切につむいでいきます。 
・私たちは社会福祉協議会として専門職の自覚と誇りをもち、住民から信頼されるよう明る

い未来を創造し前向きに取り組みます。 
 
２． 求める人材像ならびに目指すべき職員像 
 
 Ⅰ 人材育成の基本理念 
 
   法人の法人理念及びスローガンを理解し、地域住民一人ひとりの人権と主体性を尊重し、

個別の課題あるいは地域における課題に対し、その解決に向けて積極的に取り組むことが

でき、関係団体、職員同士と協働し、コスト意識を持ちながら、組織人として自覚ある職

員を育成します。 



- 2 - 
 

  
Ⅱ 求める職員像 
 

・人権尊重と法令遵守が徹底できる職員 
・課題を発見し解決に向けてあきらめず、主体的に取り組むことができる職員 
・住民主体を基盤としながら、関係団体、職員同士などあらゆる人との協働ができる職員  
・コスト意識を持ち、組織人として自覚ある職員 

 
Ⅲ 各階層に求められる職員像 
 
 （１）局長・次長 
     組織の運営を統括する者として、経営管理論に沿った、組織目標、計画を立案し、

整備・決定を行うことができる職員 
 

（２）係長・管理者 
     組織の経営環境を理解した上で、経営管理論に沿った予算・事業計画が作成できる。

事業所・係内の統率が取れ、業務の提案・改善が行える職員 
 

（３）主任 
     自事業所の係リーダーとして統率を行い、事業計画を遂行でき、課題発見の意見を

言える職員 
 

（４）職員Ⅱ 
     自事業所の管理者・係長や主任をサポートしながら、担当業務を遂行でき、後輩職

員に指導・助言できる職員 
 

（５）職員Ⅰ 
     法人の理念や基本ルールを理解した上で担当業務に取組み、的確な報告、連絡・相

談を行うことができる職員 
 

（６）新任職員 
     社会人としての自覚を持ち、法人の理念や基本的なルールを知り、指導を受けなが

ら定型業務を行うことができる職員 
 
          （参考：社会福祉法人御代田町社会福祉協議会キャリアパスモデル） 
 

３． 目指すべき職場像 
 

目指すべき職場像として３つの職場像を掲げ、職員の能力が最大限に発揮される職場づくり

を目指します。 
 
（１）職場のメンバー全員が、職場をチームと捉え、職場のビジョンや目標を理解・共有し、

その達成に向けて考え・行動している職場であることが大切です。 
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（２）複雑化・多様化する社協経営の課題解決を図っていくためには、地域の人や団体との

連携、職場同士の連携がこれまで以上に必要となるとともに、目まぐるしく変わる環境

の変化に強い組織であるために、職場のコミュニケーションが活発で、同じ職場で働く

仲間をお互いよく知り、助け合う風土を持つことも重要です。 
 
（３）職場は業務を遂行する場であるとともに、職員が多くのことを学び、自身が成長する

場です。職員一人ひとりが責任と使命感を持って自己成長することを基本としながらも、

職員個々の研鑽に任せるだけではなく、職場において「人を育てる」という意識をすべ

ての職員が持ち、行動する必要があります。 
 
４． 人材育成の基本的手法 
 

（１） 職場内研修（ＯＪＴ） 
職場の上司（先輩）が職務を通じて、または職務と関連させながら知識、技能、態度

等について部下（後輩）を指導育成するもので、人材育成の最も中心的な手法となりま

す。日常のあらゆる機会をとらえて行う指導育成であり、業務を遂行するために必要な

能力を向上させるため、個々の職員の個性や能力レベルに応じ実践的な指導が可能にな

ります。研修というと講義形式など集合研修で行われるものが思い浮かべられがちです

が、このＯＪＴが最も重要であり、人材育成の基本として位置づけています。 
 

（２） 職場外研修（ＯＦＦ－ＪＴ） 
職務命令により一定期間日常業務を離れて行う研修のことで、職員に必要な知識や能

力を身につけさせるとともに、自ら積極的に自己開発に取り組むためにきっかけづくり

として行われます。 
 

（３） 自己啓発研修（ＳＤＳ） 
職員が職務を遂行するにあたり必要な知識や能力開発を職場内外において自主的に

行うことを指します。自己啓発研修については、①本人の意志で学ぶため動機が明確で

高い効果が期待できる。②職員の仕事に対する研究心や改善意欲に結びつく。③職員の

リフレッシュに役立つなどのメリットがあります。 
 
５． 人材育成の進め方 
 

人材育成を推進していくためには職員研修によって職員の仕事に対する意欲や能力の向上

を図るだけではなく、その意欲や能力を発揮できる土台となる職場環境を整備し、人材育成シ

ステムとして機能させることが重要です。また、定期的に職員に対し意見を収集し、各職場と

人事部門、各職場同士が情報交換を連携しながら、基本方針、キャリアパス等の見直しを定期

的に行います。 
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６． 職員の組織と役割 
 

人材育成を効果的に推進していくために、管理監督者に対し、人材育成に対する意識改革と

積極的な取組を促すとともに、職場全体で人材育成に取り組む仕組みづくりや人事部門の体制

を整備します。また、管理監督者、職員と人事部門がそれぞれの役割を認識し、三者が一体と

なって、住民サービスの向上に資する人材を育成し、その能力を十分に活用できる職場づくり

を進めていくことにより、住民に信頼される組織を実現します。 
 
（１）職員（個人）の役割 

職員は、「目指すべき職場像」「目指すべき職員像」に向かって、自己研鑽に励むこ

と、そして、職場ビジョンにおける自己の役割を意識しながら、学び合う環境を醸成

し、円滑な人間関係を築き、部下や後輩の指導・育成に積極的に取り組むことで、職

場力の向上に努めることが求められます。 
 

（２）管理監督者の役割 
人材育成は、管理監督者の重要な職務と認識し、職場内研修（ＯＪＴ）、職場外研

修、自己啓発研修を通して職員の意識や能力の向上を図り、職場全体で計画的に育成

することが求められます。また、職場の羅針盤である職場ビジョンを職場全体の共通

目標として浸透させることも重要です。 
 

（３）人事部門の役割 
職員一人ひとりが、日々の業務や研修等の人事諸施策を通じて主体的に意識改革・

能力向上に取り組むことを支援することに加え、職員が組織目標に向けて自律・主体

的に動き、職員一人ひとりの成長が組織の力につながるよう「組織育成」に取り組み

ます。 
 
７． 参考資料 
 
Ⅰ 新・社会福祉協議会基本要項 
２．社会福祉協議会の活動原則 

社会福祉協議会は次の原則をふまえ、各地域の特性を生かした活動をすすめる。 
（１） 広く住民の生活実態・福祉課題等の把握に努め、そのニーズに立脚した活動をすす

める〔住民ニーズ基本の原則〕 
（２） 広く住民の地域福祉への関心を高め、その自主的な取り組みを基礎とした活動をす

すめる。〔住民活動主体の原則〕 
（３） 民間組織としての特性を活かし、住民ニーズ、地域の福祉課題に対応して、開拓性、

即応性、柔軟性を発揮した活動をすすめる〔民間性の原則〕 
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（４） 公私の社会福祉および保健・医療、教育、労働等の関係機関・団体、住民等の協働

と役割分担により、計画的かつ総合的に活動をすすめる〔公私協働の法則〕 
（５） 地域福祉の推進組織として、組織化、調査、計画等に関する専門性を発揮した活動

をすすめる〔専門性の原則〕 
（平成４年４月１日 全国社会福祉協議会） 

 
Ⅱ 社協職員行動原則－私たちがめざす職員像 

社会福祉協議会は、その法定化以来、住民主体による地域福祉の推進をめざし、制度だけ

では対応しづらい様々な福祉問題に対して福祉サービスや相談援助などの個別支援と地域

における協働による解決を重視して、住民が主人公となる社会福祉の在り方を追求してきま

した。私たちは、社会福祉協議会法定化６０周年を期に、これまで築き上げてきた社協職員

としての価値観や使命感を「社協職員行動原則」として共有し、誇りをもって行動します。 
 

〔尊厳の尊重と自立支援〕 
（１）私たちは、人々の尊厳と自己決定を尊重し、その人が抱える福祉問題を解決し、住み

慣れた地域でその人らしく暮らすことができるよう最善を尽くします。 
〔福祉コミュニティづくり〕 

（２）私たちは、住民が身近な地域における福祉について関心を持ち、福祉活動に参加する

住民主体による福祉コミュニティづくりをめざします。 
〔住民参加と連携・協働〕 

（３）私たちは、住民参加と地域の連携・協働により業務を行うことを心がけ、地域に根差

した先駆的な取り組みを応援し、地域福祉を推進する実線や活動を広げます。 
〔地域福祉の基盤づくり〕 

（４）私たちは、福祉課題を地域全体の問題として捉え、新たな事業や活動の開発、提言活

動や計画づくりの取り組みに積極的に関わり、地域福祉の基盤づくりの役割を担います。 
〔自己研鑽、チームワーク、チャレンジ精神〕 

（５）私たちは、自己研鑽を重ね、職員同士のチームワークと部署間の連携をすすめ、チャ

レンジ精神をもって業務を遂行します。 
〔法令遵守、説明責任〕 

（６）私たちは、法令を遵守し、自らの組織や事業に関する説明責任を果たし、信頼され開

かれた社協づくりをすすめます。 
（平成２３年５月１８日 全国社会福祉協議会） 


